
　

皆
さ
ま
が
購
入
し
た
宝
く
じ
の

売
り
上
げ
の
一
部
を
収
益
金
と
し

て
活
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
収
益

金
の
一
部
を
活
用
し
て
次
の
と
お

り
整
備
し
ま
し
た
。

財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

財
団
法
人
長
野
県
市
町
村
振
興
協
会

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

あ
ず
ま
や
・
ベ
ン
チ
・
掲
示
板

掲
示
板
・
コ
ピ
ー
機

宝
く
じ
収
益
金
の
助
成
事
業
で
コ
ピ
ー
機
や

あ
ず
ま
や
な
ど
を
整
備
し
ま
し
た

御代田町奨学生を募集します
　修学の意思と能力がありながら、経済的な理由で修学が困難な方を対象に、町では奨学金を貸与しています。
希望される方はお申し込みください。
◆申込期間（期限厳守）　　4月1日（木）～4月30日（金）
◆貸 与 額（月額）　高校生・高専生1万円、大学生4万円　※専門学校生は対象になりません。
◆支払方法　年2回払い　（6月と10月）
◆申請書類
　①奨学金貸与申請書　②奨学金推薦調書　③資力調書　④成績証明書　⑤健康診断書
　⑥住民票謄本　⑦在籍証明書または合格通知書　⑧親権者の納税証明書
◆貸与条件
　・当該年度に進学が確定した方または現在在学中の方
　・保護者が御代田町に生活の拠点があり、その方の子弟であること
　・経済的な理由で修学が困難と認められる方（日本学生支援機構の規程に準じます。）
　・学業および資質に優れている方
　　※審査基準は、高校生…中学校3年時の評定平均が3.0以上、高専生…中学校3年時の評定平均が3.0以上、

大学生…高校2～3年時の評定平均が3.0以上
　・健康な方
　・日本学生支援機構、その他これに類する団体などから学費の給付および貸与を受けていない方
　・授業料が免除されていない方
　・親権者に町税などの滞納が無いこと
◆貸与の決定　5月中に審査を行い、選考結果をお知らせします。
◆奨学金の償還
　償還期間は、貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内で年賦または半年賦で償還していただきます。ただし、
全額または一部を一度に償還することも可能です。
※奨学金の貸与を受けた方は卒業の月の翌月から一年経過後、貸与を取り消した方は取り消した日の属する月
の翌月から一年経過後に、償還を始めます。

申し込み・問い合わせ先　教育委員会学校教育係（32）9100
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憩
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●
農
業
用
施
設

　

本
来
農
地
を
転
用
す
る
場
合

に
は
、
原
則
と
し
て
県
知
事
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
許
可
が
必
要
な
の
は
、

無
秩
序
な
農
地
の
転
用
を
規
制

し
、
農
地
の
ス
プ
ロ
ー
ル
化

（
虫
食
い
状
態
）を
防
止
す
る
こ

と
で
、
農
業
生
産
の
基
盤
と
な

る
優
良
農
地
の
確
保
を
図
る
必

要
が
あ
る
た
め
で
す
。

　

た
だ
し
、
農
地
に
農
業
用
施

設
を
建
て
る
場
合
に
は
、
農
地

法
の
適
用
除
外
の
特
例
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
農
業

用
施
設
が
農
地
の
付
帯
施
設
と

し
て
農
業
経
営
に
必
要
不
可
欠

な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。
温

室
や
育
苗
施
設
、
作
業
場
な
ど

農
業
経
営
に
必
要
な
施
設
に
転

用
す
る
場
合
で
、
転
用
す
る
農

地
の
面
積
が
２
ア
ー
ル
未
満
で

あ
る
と
き
は
許
可
が
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
農
業
委

員
会
に『
農
業
用
施
設
に
供
す

る
こ
と
の
届
出
書
』を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
面
積
は
建
設
す
る

施
設
の
建
築
面
積
で
は
な
く
、

侵
入
路
、
駐
車
場
な
ど
を
含
め

た
、
耕
作
で
き
な
く
な
る
面
積

の
合
計
で
す
。
ま
た
、
そ
の
農

地
が
農
業
振
興
地
域
内
の
農
用

地
で
あ
る
と
き
は
、
町
の『
農

業
振
興
地
域
整
備
計
画
変
更
』

に
基
づ
き
、
用
途
区
分
の
変
更

が
必
要
で
す
。
事
前
に
産
業
経

済
課
農
政
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
農
地
造
成

　

自
分
の
農
地
が
、
道
路
と
落

差
が
あ
り
耕
作
の
支
障
と
な
っ

て
い
た
り
、
土
質
が
悪
い
の
で

耕
土
を
入
れ
替
え
る
な
ど
、
い

わ
ゆ
る
農
地
造
成
を
す
る
場
合

は
、
事
前
に『
農
地
造
成
等
届

出
書
』を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

農
地
利
用
が
目
的
の
整
備
で
す

か
ら
、
造
成
後
の
営
農
計
画
を

立
て
て
い
た
だ
き
、
他
の
目
的

で
は
な
く
、
農
地
と
し
て
活
用

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
転
用
は
、
最
低
３
年
間

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

農
地
造
成
や
農
業
用
施
設
を
建
設
す
る
時
に
は
届
出
を
！

春の全国火災予防運動実施
　火災が発生しやすい気候と時期を迎えるにあたり、消防記念日を最終日とする一週間（3月1日
（月）～3月7日（日））、全国一斉に春の火災予防運動が実施されます。町民の皆さんも「住宅防火　
いのちを守る　7つのポイント」を守り、大切な財産を火災から守りましょう。

住
宅
防
火 

い
の
ち
を
守
る

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

－

３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策

－

３つの習慣
 ❶寝たばこは、絶対やめる。
 ❷ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
 ❸ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策
 ❶逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
 ❷寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
 ❸火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
 ❹お年寄りや身体の不自由な方を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

「消えるまで ゆっくり火の元 にらめっこ」　（全国統一防火標語）

　昨年、町内では10件の火災が発生し、その内5件が3月から5月の「春季」に発生しています。こ
の時期は、空気が非常に乾燥している上、土手焼きや枯れ草の焼却など火入れをする機会が多くな
り、火災の発生しやすい条件が重なってきます。火入れをする場合はあらかじめ消防署に届出（佐久
広域連合火災予防条例第50条）をして、指示を仰ぎ火災を出さないように十分気をつけてください。

春季の火災について

問い合わせ先　御代田消防署 （32）0119

　1948（昭和23）年、「消防組織法」が施行された日です。明治憲法下では、警察の管轄とされて
いた消防業務が、この日から市町村長が管理する「自治体消防制度」となりました。これを記念し、
1950（昭和25）年に国家消防庁（総務省）がこの日を制定しました。

消 防 記 念 日 と は

（（99）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり33月号月号


